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「平成２１年度低炭素型環境管理会計国際標準化事業 

（マテリアルフローコスト会計導入実証・国内対策等事業）」 

各地域の事業者団体等における簡易型ＭＦＣＡ実証事業の追加公募について 

 

平成２１年８月１０日 

経済産業省 産業技術環境局 

環境政策課 環境調和産業推進室 

 

経済産業省は、マテリアルフローコスト会計（以下、「ＭＦＣＡ」という。）の各地域等の普及

拠点として、簡易型ＭＦＣＡ実証事業を実施する事業者団体等（以下、「団体」という。）を、下

記により追加公募します。 

なお、追加公募の採択予定数は２団体です。（追加公募期間  第１期：平成２１年８月１０日

（月）から平成２１年８月３１日（月）） 

また、第１期の追加公募で採択予定数に達しない場合のみ、第２期の追加公募（追加公募期間 

第２期：平成２１年９月１日（火）から平成２１年９月３０日（水））を行います。 

 

 

１．背景及び目的 

 経済産業省においては、平成１１年度から環境管理会計に関する調査（事例研究）を実施してき

ました。その結果、生産プロセスの工程毎に、投入した材料やエネルギーの流れを物量とコストで

把握し、生産工程における廃棄物のコストを集計するＭＦＣＡ手法が、生産プロセスの省エネ促進

や環境問題の改善において、環境対応と経済的競争力強化を両立させるための企業内管理手法とし

て活用できる見通しを得ることができました。このような背景に基づいて、平成１６年度から、Ｍ

ＦＣＡ手法の企業への導入実証研究を開始し、企業がＭＦＣＡ手法をスムーズに導入するためのＭ

ＦＣＡ手法の計算の考え方、改善視点などを分析したＭＦＣＡ手法を導入する際の基本モデルを構

築してきました。 

 またＭＦＣＡについて経済産業省は、環境管理分野（ＩＳＯ／ＴＣ２０７）で初となる日本から

の新業務項目提案を行い、各国の投票により採択され、ワーキンググループ（ＷＧ８）が設立され

るとともに、ＩＳＯ１４０５１の番号が付与され、平成２３年春の発行を目指し、日本提案を基に

我が国の主導で議論がなされています。引き続き我が国が議論を主導することにより、我が国産業

界の実態を踏まえた国際規格を策定する必要があります。 

 平成２１年度低炭素型環境管理会計国際標準化事業（マテリアルフローコスト会計導入実証・国

内対策等事業）（以下、「本事業」という。）においては、現在行われているＭＦＣＡ国際規格の

策定作業に際し、各国から、多様な業種、また中小企業へのＭＦＣＡ導入事例を増やすべきとの意

見が多数聞かれていることから、ＭＦＣＡ優良導入事例の効果的な蓄積のための方策を調査・研究

します。 

 本追加公募は、中小企業、及び小規模事業者向けに開発する簡易型ＭＦＣＡについて、その導入

実証を行うことにより、その成果として、引き続き行われるＭＦＣＡの国際規格化作業を円滑な推

進に資する優良導入事例の効果的な蓄積の方策を報告書にとりまとめます。 
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２．簡易型ＭＦＣＡ実証事業の概要 

実施する団体の追加公募を行う事業は、「簡易型ＭＦＣＡ実証事業」です。 

 追加公募で採択された団体は、その傘下の中小企業、小規模事業者等に、簡易型ＭＦＣＡ実証事

業（以下、「本実証事業」という。）を実施していただきます。 

 事業概要 

本実証事業では、採択された団体傘下の中小企業、小規模事業者等の中から、簡易型ＭＦ

ＣＡの実証事業を行う事業所を５つ以上選定し、そこにおいて、簡易型ＭＦＣＡ導入のコ

ンサルティングを行います。 

 簡易型ＭＦＣＡについて 

本実証事業で使用する「簡易型ＭＦＣＡ（仮称）」は、中小企業、小規模事業者等の生産

特性、業務特性に応じて、簡易的なデータの整理と計算により、ＭＦＣＡの計算を行うも

のです。通常のＭＦＣＡの計算においては、工場、ラインを複数の物量センターで区切っ

て、材料の投入やそこでのロスのコスト計算を行います。簡易型ＭＦＣＡでは、そこでの

物量センターをひとつだけと設定することで、ＭＦＣＡの計算のための現場での測定や

データ整理を、要員の尐ない中小企業、小規模事業者等でも、容易に実施できるようにな

るものと考えています。 

 本実証事業の実施事業所 

採択１団体の中で、本実証事業に参加する事業所が５つを超える場合、採択団体と調整の

うえ、実際に本実証事業のコンサルティングを行う事業所を、その中の５つまでに絞らせ

ていただきます。なお、それ以外の参加事業所の方には、その中での類似の業種、業務特

性の事業所におけるコンサルティングにオブザーバーとして参加してもらい、ＭＦＣＡ導

入を体験学習してもらいます。 

 追加公募の対象 

本実証事業の追加公募の対象は、製造業の中小企業、小規模事業者等を傘下に持つ団体で

す。 

 採択団体数 

本実証事業の追加公募における採択団体数は、全国で合計２団体です。公募された案件の

採択に関しては、採択基準（別紙）により、採択の優先順位が異なります。 

 実施時期 

本実証事業の実施時期は、追加公募の採択から平成２２年１月末の期間内とします。 

 費用負担 

本実証事業のコンサルティングにおける担当コンサルタントの派遣費用は、本事業の事業

費から支出するため、採択された団体及び本実証事業を実施する事業所では、負担する必

要はありません。 

 実施事項 

本実証事業では、下記の５日間（４～５ヶ月間の期間）のコンサルティングを行う予定で

す。 

１日目：本実証事業を実施する事業所の工場を訪問し、ヒアリングを行い、対象工場の工

程、ロス及びその物量データの存在、管理の現状を確認する。このヒアリングは、中小企

業の業務特性・生産特性に応じた簡易型ＭＦＣＡを開発するための要件を定義するために
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行います。 

２日目：ＭＦＣＡの計算を行う工程の範囲、計算対象の原材料定義、及び現状の原材料の

投入とロスなどのデータの有無、収集・整理方法等を検討、確認する。 

３日目：物量などのデータ収集状況の確認、整理をした上で、開発された簡易型ＭＦＣＡ

に、収集、整理したデータを定義する。その際、不足しているデータがある場合、その収

集、あるいは計算方法を検討する。 

４日目：必要に応じて簡易型ＭＦＣＡに定義したデータを修正し、ＭＦＣＡの計算結果を

確認する。更に、ＭＦＣＡ計算結果から導かれる改善課題を抽出、整理する。 

５日目：４日目で抽出、整理した改善課題について、改善方法を検討し整理する。 

 

報告書の作成と機密保持について 

本実証事業の報告書は、担当コンサルタントが作成し、本事業全体の報告書に記載し、経

済産業省に報告、提出し、公開されます。その作成・報告に際しては、その内容を、本実

証事業を実施した事業所に事前に確認し、その機密事項が報告書の記載内容に残らないよ

うに確認いたします。 

 

３．追加公募の要領 

本実証事業を実施する団体を、以下の要領で追加公募いたします。 

 

（１）追加公募の対象と応募資格 

 その傘下の地域の中小企業、小規模事業者等に、ＭＦＣＡの普及を計画している団体が、追加公

募の対象です。 

 団体とは、例えば次のような組織とします。 

・ 公益法人等（社団法人、財団法人、商工会議所など） 

・ 協同組合（事業協同組合など） 

・ 中間法人（業界団体として、中間法人を設立している団体） 

・ 地方公共団体（その付属機関等を含む） 

 

（２）追加公募への応募の条件 

採択された団体の傘下にある地域の製造業の中小企業、小規模事業者等において、本実証事業を

行う事業所を、５つ以上選定すること。 

 

（３）費用の負担 

 次の費用は、本事業の事務局にて負担いたします。 

・ 本実証事業における担当コンサルタントの派遣費用（担当コンサルタントの謝金、交通費、

宿泊費など） 

・ 本実証事業で使用する資料等の印刷費、送付費用 

 

（４）応募できる件数 

 １団体で１件の応募ができます。 
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（５）機密保持の契約 

 本実証事業に関しては、本追加公募で採択された団体と、本実証事業において実際にＭＦＣＡ導

入のコンサルティングを受ける事業所、及び本事業の事務局の間で、本実証事業を行う企業に関す

る機密保持の契約を締結させていただきます。 

 

４．追加公募手続き 

 本実証事業の追加公募は、以下の手順、方法で実施いたします。 

 

（１）追加公募のスケジュール 

 本事業は、次のスケジュールに従って追加公募、採択し、実施いたします。 

 

 追加公募の第１期分 

・ 公募申し込みの開始 平成２１年８月１０日（月） 

・ 申し込みの締め切り 平成２１年８月３１日（月） 

・ 実施企業の採択  平成２１年９月７日（月） 

・ 採択結果の連絡  平成２１年９月１１日（金）まで 

  

追加公募の第２期分（第１期で採択予定件数に達しない場合のみ、第２期の追加公募を行いま

す。） 

・ 公募申し込みの開始 平成２１年９月１日（火） 

・ 申し込みの締め切り 平成２１年９月３０日（水） 

・ 実施企業の採択  平成２１年１０月５日（月） 

・ 採択結果の連絡  平成２１年１０月９日（金）まで 

 

（２）応募資料の様式と作成 

 応募資料は、以下の様式Ｂ１～様式Ｂ４によるものを使用します。 

様式Ｂ１ 申込書類 送付書 

様式Ｂ２ 申込団体の概要書、自己ＰＲ書 

様式Ｂ３ 簡易型ＭＦＣＡ実証事業 実施申込書 

様式Ｂ４ 申込団体の窓口担当者連絡書 

 記入は判読の正確性を期すためワープロソフト（提案様式はＭＳ－ＷＯＲＤで作成されていま

す）等により作成してください。作成に当たっては、作成要領に従って作成してください。 

 申込み１件ごとに、様式Ｂ１から様式Ｂ４の書類を作成してください。 

 応募書類の取り寄せ及び問い合わせは、下記の本事業の事務局までe-mailまたはファックスにて

お願いいたしします。 

株式会社日本能率協会コンサルティング ＭＦＣＡ事業事務局 

e-mail：mfca_eco@jmac.co.jp、Ｆａｘ０３－３４３４－６４３０ 

  

応募書類は、下記の経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室のホームページ及び日本能率

mailto:mfca_eco@jmac.co.jp
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協会コンサルティングＭＦＣＡホームページからも、ダウンロードすることができます。 

環境調和産業推進室URL: http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/ 

日本能率協会コンサルティングURL: http://www.jmac.co.jp/mfca/info/01.php 

 

（３）応募資料提出先 

 応募する団体の窓口担当者は、定められた応募資料を、各地域管轄区域の経済産業局の担当課に、

郵送により提出してください。なお、公募締切日当日の消印まで有効です。 

 封書の宛名面には、「簡易型ＭＦＣＡ実証事業の公募申込書」と明記してください。 

 なお、提出された応募資料の内容等に不明点等がある場合には、各提出先の担当職員が問い合わ

せをする場合があります。 

 追加公募の締め切り後、提出された応募資料は、各提出先より経済産業省産業技術環境局環境政

策課環境調和産業推進室へ送付され、審査を行うこととします。 

 提出先である各地域の各経済産業局の担当課、連絡先等は、本資料の第８項に記載しています。 

 

（４）提案書類の取り扱い 

 提出書類は本実証事業の採択に関する選定以外の目的には使用しません。また、応募書類は返却

しません。 

 

５．採択 

 本実証事業の追加公募への申込みは、別紙「公募の採択手順と評価基準」に従い、評価・審査の

上、採択されます。 

 採択の結果は、速やかに、窓口担当者にe-mailにて連絡いたします。また、採択された場合には、

提案内容説明書は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日法律第

４２号）に基づき、情報公開対象となります。 

 

６．本実証事業の内容等に関する問い合わせ 

本実証事業の追加公募内容の詳細に関する問い合わせは、下記の本事業の事務局までお願いいた

します。 

株式会社日本能率協会コンサルティング  

ＭＦＣＡ事業事務局（担当 下垣彰、山田朗、増田さやか、池田和） 

〒１０５－８５３４ 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 

ＴＥＬ ０３－３４３４－７３３２   ＦＡＸ ０３－３４３４－６４３０ 

電子メール mfca_eco@jmac.co.jp 

 

７．経済産業省本省問い合わせ先 

本事業の趣旨等に関する問い合わせは、経済産業省本省までお願いいたします。 

経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境調和産業推進室 

＜担当：西村＞ 

〒１００－８９１２ 千代田区霞が関１－３－１ 

ＴＥＬ ０３－３５０１－９２７１   ＦＡＸ ０３－３５０１－７６９７ 

http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/
http://www.jmac.co.jp/mfca/info/01.php
file:///C:\MFCA%202008�ϑ�����\����ē�\����l���ē�fix20080606\METI20080606\mfca_eA�_,
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電子メール qqgdbg@meti.go.jp 

 

８．応募資料提出先の各地域の各経済産業局の担当課 

＜応募資料の提出先及び問い合わせ先＞ 

※問い合わせはなるべくＦＡＸにてお願いします。 

 

【管轄区域：北海道】 

北海道経済産業局 資源エネルギー環境部  環境・リサイクル課 

＜担当：渡辺（泰）、鈴木、山中＞ 

〒０６０－０８０８ 札幌市北区北８条西２丁目１番１ 札幌第１合同庁舎 

ＴＥＬ ０１１－７０９－１７９０（直）  ＦＡＸ ０１１－７２６－７４７４ 

 

【管轄区域：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県】 

東北経済産業局 資源エネルギー環境部 循環型産業振興課 

＜担当：中野、佐藤＞ 

〒９８０－８４０３ 仙台市青葉区本町３－３－１ 仙台合同庁舎 

ＴＥＬ ０２２－２２１－４９３０（直）  ＦＡＸ ０２２－２１３－０７５７ 

 

【管轄区域：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 

山梨県、長野県、静岡県】 

関東経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課  

＜担当：白井、三枝＞ 

〒３３０－９７１５ さいたま市中央区新都心１番地１ 

さいたま新都心合同庁舎１号館 

ＴＥＬ ０４８－６００－０２９２（直）  ＦＡＸ ０４８－６０１－１２９０ 

 

【管轄区域：富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県】 

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 

＜担当：伊藤、岡本＞ 

〒４６０－８５１０ 名古屋市中区三の丸２－５－２ 

ＴＥＬ ０５２－９５１－２７６８（直）  ＦＡＸ ０５２－９５１－２５６８ 

 

【管轄区域：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】 

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 

＜担当：中村、森下＞ 

〒５４０－８５３５ 大阪市中央区大手前１－５－４４ 大阪合同庁舎第１号館 

ＴＥＬ ０６－６９６６－６０１８（直）  ＦＡＸ ０６－６９６６－６０８１ 

 

【管轄区域：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県】 

中国経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 

file:///C:\MFCA%202008�ϑ�����\����ē�\����l���ē�fix20080606\METI20080606\qqgd99( ),


                                         

- 7 - 

＜担当：小川、藤村＞ 

〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎２号館 

ＴＥＬ ０８２－２２４－５６７６（直）  ＦＡＸ ０８２－２２４－５６４８ 

 

【管轄区域：徳島県、香川県、愛媛県、高知県】 

四国経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 

＜担当：三好、山内＞ 

〒７６０－８５１２ 高松市サンポート３番３３号 

ＴＥＬ ０８７－８１１－８５３４（直）  ＦＡＸ ０８７－８１１－８５５９ 

 

【管轄区域：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県】 

九州経済産業局 資源エネルギー環境部 環境対策課 

＜担当：山口、山本、岡田＞ 

〒８１２－８５４６ 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号 福岡合同庁舎 

ＴＥＬ ０９２－４８２－５４９９（直）  ＦＡＸ ０９２－４８２－５５５４ 

 

【管轄区域：沖縄県】 

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 環境資源課 

＜担当：久田、沢田＞ 

〒９００－０００６ 那覇市おもろまち２丁目１番１号 那覇第２地方合同庁舎２号館 

ＴＥＬ ０９８－８６６－１７５７   ＦＡＸ ０９８－８６０－３７１０ 

 

以上 

 


